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さいたま市住民税非課税世帯物価高支援給付金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対

策」（令和６年１１月２２日閣議決定）に掲げる「物価高の克服」の事項の

対応として、食料品やエネルギー関係等の物価高の影響を受けた生活者に対

する支援として実施する住民税非課税世帯物価高支援給付金の支給に関し、

必要な事項を定める。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴   住民税非課税世帯物価高支援給付金 前条の支援として、さいたま市

（以下「市」という。）によって贈与される給付金をいう（以下「給付

金」という。）。 

⑵ 支給対象者 次条に定めるところにより、給付金を贈与される者をい

う。 

⑶ 支給 この要綱の規定により、市と支給対象者との間に成立した贈与

契約の履行として、給付金を現実に提供することをいう。 

⑷ 申請 給付金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）

が、この要綱の規定により、市長に対して支給の決定を求める行為をい

う。 

⑸ 均等割 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村

民税（同法第７３６条第３項で準用する場合を含む。以下同じ。）のう

ち、同法第２９４条第１項第１号の規定により、個人に対して課される

同法第２９２条第１項第１号に規定する均等割をいう。 

⑹ 所得割 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村

民税（同法第７３６条第３項で準用する場合を含む。以下同じ。）のう

ち、同法第２９４条第１項第１号の規定により、個人に対して課される

同法第２９２条第１項第２号に規定する所得割をいう。 

⑺ 納税義務者 均等割を課されるべき者のうち、さいたま市市税条例

（平成１３年条例第６７号）又はその他の市町村（特別区を含む。以下

同じ。）の条例の規定により、均等割及び所得割の免除を受けた者（租

税条約による免除の適用の届出によって均等割が課されていない者を除

く）を除いた者をいう。  

⑻ 扶養親族等 納税義務者と生計を一にする配偶者、地方税法第２９２

条第１項第９号に規定する扶養親族、同法第３１３条第３項に規定する

青色事業専従者及び同条第４項に規定する事業専従者をいう。 

⑼ 扶養者 申請者又は申請者と同一の世帯（住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）の規定による世帯をいう。以下同じ。）に属する者と

生計を一にする者で、当該申請者又は申請者と同一の世帯に属する者が
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納税義務者の扶養親族等に該当するかを判断するために、市長が調査の

対象とする者をいう。 

⑽ 住民税均等割非課税世帯 同一の世帯に属する者全員が、令和６年度分

の均等割について、納税義務者に該当しない者である世帯 

⑾ 住民税非課税世帯物価高支援給付金確認書 市が給付金の支給対象者

の可能性が高いと判定した者に対して送付する文書で、給付金支給のため

に必要な情報を確認することを目的とするものをいう。 

⑿ 公的身分証明書等 申請者及びその代理人が本人であることを確認す

るための書類で市長が別に定めるものをいう。 

⒀ 支給事務員 市長又はその委任を受けた市職員及びこれらの者の履行

補助者（市長が別に定めるところによりこれらの者を機械的に補助する

者）をいう。 

⒁ 申請代理人 申請者の代理人として申請を行うことができる者をいう。 

⒂ 代理申請 申請代理人による申請をいう。 

⒃    受給権者 第８条の規定により支給決定を受けた者をいう。 

⒄  受給代理人 受給権者の代理人として支給を受けることができる者をい

う。 

⒅ 法定代理人 民法の規定による親権者、未成年後見人、成年後見人、代理

権授与の審判がされた保佐人及び補助人をいう。 

（支給要件）  

第３条 給付金の支給対象者の要件は、令和６年１２月１３日（以下「基準

日」という。）において、市の住民基本台帳に記録されている者（基準日

以前に、住民基本台帳法第８条の規定により住民票を消除されていた者

で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民

基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の

住民基本台帳に記録されることとなった者を含む。）であって、前条第１

項第１０号に該当する世帯の世帯主であることとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、均等割が課税されている者の扶養親族等のみ

で構成される世帯の世帯主として、市長が別に定めるものは、支給要件を満

たさないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、支給対象者が他の市町村を含めて同様の趣

旨の給付金を受給している場合は、支給しないものとする。 

４ 配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３

号）、知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）及び老人福祉法（昭和

３８年法律第１３３号）に規定する措置を受けた者その他特別な配慮を要

する者の取扱いについては、市長が別に定めるところによる。 

 

（支給額） 

第４条 給付金の金額は、１世帯当たり３万円とする。 
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（申請） 

第５条 給付金の支給を受けようとする者は、住民税非課税世帯物価高支援

給付金確認書、または住民税非課税世帯物価高支援給付金申請書（以下、こ

れらを総称して「申請書」という。）を市長に提出することにより行わなけ

ればならない。 

２ 前項の申請書を提出する場合には、公的身分証明書等の写しを添付しな

ければならない。 

３ 前２項の規定にかかわらず、住民税非課税世帯物価高支援給付金確認書

の提出及び公的身分証明書等の写しの添付は、さいたま市電子申請・届出

サービスを使用する方法により行うことができる。 

４ 申請書の受理開始日は、市長が別に定める。 

５ 申請の期限は、令和７年５月３１日とする。 

６ 第９条第１項第２号に掲げる方法により支給を受けようとする者は、同

号に規定する口座を特定するための書類を申請書に添付しなければならな

い。ただし、申請に際し、あらかじめ口座が特定されている場合は、この限

りではない。 

７ 前各項の規定にかかわらず、支給対象者が公的給付の支給等の迅速かつ

確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第３条に基づき、公

的給付支給等口座を登録している場合及び物価高騰対応重点支援給付金、

低所得者支援給付金、または定額減税補足給付金を受給している場合の取

扱いは、市長が別に定める。 

 

（代理人による申請） 

第６条 申請代理人は、次のいずれかに該当する者でなければならない。 

⑴ 申請者の法定代理人 

⑵ 親族又は代理申請を行うことについて正当な理由があると市長が認め

た者 

２ 申請代理人は、申請者及び申請代理人の公的身分証明書等を申請書に添  

付しなければならない。 

３ 申請代理人が法定代理人のときは、前項に加えて、代理権を確認する書類

として申請者の戸籍謄本又は戸籍抄本若しくは登記事項証明書又は家庭裁

判所の証明書を申請書に添付しなければならない。 

 

（申請の補正） 

第７条 申請がこの要綱の規定及び第２１条の規定により市長が別に定める

ものの規定に適合していないときで、補正することができるものであると

きは、市長は申請者又はその申請代理人に相当の期間を定めて補正を命じ

るものとする。 

 

（支給決定及び不支給決定） 
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第８条 市長は、申請書の提出があった場合において、申請者が支給対象者に

該当する場合は、給付金の支給の決定（以下「支給決定」という。）をしな

ければならない。 

２ 市長が支給決定をしたときは、受給権者に対して、次に定めるところによ

り通知する。 

⑴   次条第１項第１号又は第２号に規定する支給方法による場合 住民

税非課税世帯物価高支援給付金支給決定通知書 

⑵   次条第１項第３号又は第４号に規定する支給方法による場合 住民

税非課税世帯物価高支援給付金支給決定通知書又は住民税非課税世帯

物価高支援給付金支給決定通知書（兼受取証書） 

３ 市長は、申請があった場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該

当するときは、第１項の規定にかかわらず給付金を支給しない旨の決定（以

下「不支給決定」という。）をし、住民税非課税世帯物価高支援給付金不支

給決定通知書により申請者に通知しなければならない。 

⑴ 申請者が支給対象者に該当しないとき。 

⑵ 申請者又はその申請代理人が前条に規定する補正の命令に従わなかっ

たとき又は補正がなされなかったとき。 

⑶ 申請が偽りその他不正の手段によりされたとき。 

⑷ 申請が第５条第４項の申請受理開始日から同条第５項の申請受理期限

までの期間内にされなかったとき。 

⑸ 申請代理人又は受給代理人がその要件を欠くとき。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が不支給決定を相当と認めるとき。 

４ 市長は、支給決定をしたときは、当該決定を受けた受給権者又はその受給

代理人に対して、次条の規定により当該受給権者が選択した方法により支

給しなければならない。 

 

（支給） 

第９条 給付金の支給は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

この場合において、第３号及び第４号に掲げる支給方法は、受給権者が金融

機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住

していること、その他第１号又は第２号による支給が困難な場合に限り行

う。 

⑴   公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等

に関する法律第３条に基づき登録されている公的給付支給等口座又は物

価高騰対応重点支援給付金、低所得者支援給付金、若しくは定額減税補

足給付金を受給した口座（受給権者本人の名義で開設されたものに限る。）

に振り込む方法 

⑵ 申請書に記載された受給権者本人名義の金融機関の口座（地方税法の

施行地内で開設されたものに限る。）に振り込む方法 

⑶ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第４条に規定する市の事務所及

びさいたま市区の設置等に関する条例（平成１４年条例第６６号）第３条
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に規定する区の事務所のうち、市長が指定する事務所において現金を支

給する方法（現金で支給を受けることにつき相当の理由があると市長が

認めた場合に限る。） 

⑷ 前各号に掲げる方法のほか、市長が指定する方法 

２ 市長は、受給権者が前項第１号及び第２号による支給を希望した場合で、

その支給のための口座を特定できないときは、第３号又は第４号の方法に

より支給することができる。 

３ 市長は、前項第３号又は第４号の方法で支給をするときは、受給権者に対

して、住民税非課税世帯物価高支援給付金支給決定通知書（兼受取証書）の

交付を請求することができる。 

４ 前項の場合において、市長は、住民税非課税世帯物価高支援給付金支給決

定通知書（兼受取証書）の交付があるまで、支給をしないことができる。 

 

（代理人への支給） 

第１０条 受給代理人は、第６条第１項各号のいずれかに該当する者でなけ

ればならない。 

２ 申請者は、第８条の規定により支給決定を受けた場合における受給代理

人（以下この条において単に「受給代理人」という。）を選任するときには、

申請者及び申請代理人の公的身分証明書等を申請書に添付しなければなら

ない。 

３ 受給代理人を選任する場合の前条の適用については、前条第１項第２号

中「申請書に記載された受給権者本人名義」とあるのは、「受給代理人本人

名義」と読み替えるものとする。   

４ 第６条の規定により申請代理人を定めた場合は、やむを得ない理由があ

ると認められる場合を除き、受給代理人は、申請代理人と同一の者でなけれ

ばならない。 

 

（支給取消決定） 

第１１条 市長は、次のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消すこと

（以下「支給取消決定」という。）ができる。 

⑴ 受給権者が支給対象者に該当しないことを市長が知ったとき。 

⑵ 受給権者又はその申請代理人が虚偽又は不正な手段により申請を行っ

たことを市長が知ったとき。 

⑶ 受給権者又はその受給代理人が支給を拒んだとき。 

⑷ 受給権者又はその受給代理人の責めに帰すべき事由により支給ができ

ないとき。 

⑸ 第９条第１項第１号又は第２号（前条第３項の規定により読み替えて

準用する場合を含む。）の口座を特定できないとき。ただし、同条第１項

第３号又は第４号の方法で支給できるときはこの限りではない。 

⑹ 受給代理人が前条第１項の要件を欠くことを市長が知ったとき。 
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⑺ 受給権者が住民税非課税世帯物価高支援給付金返還等申出書により返

還を申し出たとき。 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、市長が支給取消決定を相当と認めるとき。 

２ 市長は前項の規定により支給決定を取消した場合は、住民税非課税世帯

物価高支援給付金支給取消決定通知書兼返還請求書により、その旨を受給

権者に通知しなければならない。 

３ 市長が支給決定を取消した場合において、既に給付金の支給がされてい

た場合は、当該取消しを受けた者は、給付金をその支給の時から利息を付し

て市に返還する義務を負う。 

４ 前項の場合において、返還すべき金銭に付すべき利息の額は、給付金の支

給がされた日の翌日から返還の履行の日までの期間の日数に応じ、返還す

べき金額に年３パーセントの割合を乗じて得た金額とする。 

５ 市長は、第３項の場合において、受給権者が支給取消決定を受けたことに

ついてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の利息を免

除することができる。 

  

（不支給決定等から支給決定への変更決定） 

第１２条 市長は、不支給決定又は支給取消決定(以下「不支給決定等」とい

う。)をした場合において、その後に新たに判明した事実が当該不支給決定

等の基礎としたところと相違することを知ったときは、既に行った不支給

決定等を変更し、新たに支給決定を行うこと（以下「不支給決定等から支給

決定への変更決定」という。）ができる。 

２ 前項の規定により生じた市の債務と市の債権が同一人について生じた場

合は、第１６条に定めるところによる。 

 

 （変更決定の申出） 

第１３条 申請者又は受給権者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市

長に対して変更決定の申出をすることができる。 

⑴ 申請書に記載した事項を変更するとき。 

⑵ 不支給決定等を受けた後に判明した事実が当該決定の基礎とされたと

ころと相違する場合で、当該事実に基づけば、支給対象者に該当すること

となるとき。 

２ 前項の規定による申出をしようとする者は、住民税非課税世帯物価高支

援給付金変更決定申出書を市長に提出しなければならない。 

３ 第２項の申出書には、新たに判明した事実がその不支給決定等の基礎と

されたところと相違することを証する書類を添付しなければならない（書類

を添付できないことにつき、市長がやむを得ないと認める場合を除く。）。 

４  市長は、住民税非課税世帯物価高支援給付金変更決定申出書の提出が

あった場合には、その申出に係る事実を調査し、変更決定をする旨又は申出

に理由がない旨をその申出をした者に通知しなければならない。 

５ 変更の申出は、申請代理人も行うことができる。 
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６ 住民税非課税世帯物価高支援給付金変更決定申出書を市長に提出した後、

変更決定前に死亡した者の取扱いについては、民法第９７条第３項及び第

５２６条に定めるところによる。 

 

 （申出期間） 

第１４条 前条第１項の申出は令和７年６月３０日まで行うことができる。

ただし、期限までに申出がなされないことについてやむを得ない理由があ

ると市長が認める場合は、この限りでない。 

  

（申請等の取下げ） 

第１５条 申出者が、申請及び変更決定の申出（以下「申請等」という。）を

取下げようとするときは、住民税非課税世帯物価高支援給付金申請等取下

書を市長に提出することにより取下げを行うことができる。 

２ 前項の取下げを行うことができる期間は、申請等を行った日から、当該申

請等に係る支給決定、不支給決定等から支給決定への変更決定又は不支給

決定がされる日までとする。 

 

 （相殺） 

第１６条 市長は、市が第１１条第３項の規定による債権を有する場合には、

その債務者が有するこの要綱の規定により生じた市に対する債権と相殺を

することができる。 

２ 前項の相殺は、当事者から一方に対して住民税非課税世帯物価高支援給

付金相殺通知書を送達することによって行うものとする。この場合におい

て、その意思表示には条件又は期限を付することができない。 

３ 市長は、市がこの要綱の規定により生じた債権以外の債権（地方自治法第

２４０条第１項に規定する債権以外の債権を含む。）を有する場合におい

て、その債権と給付金に係る債務の相殺をもって、給付金の債権者に対抗す

ることができない。 

 

 （受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１７条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

 

（支給の履行期限） 

第１８条 支給は、支給決定の日の翌日から起算して１月（受給権者の責めに

帰すべき事由その他正当な事由により市長が支給をできなかった期間を除

く。）を経過した日までにしなければならない。 

 

（関係書類の整備） 

第１９条 申請者は、給付金の申請及び支給に係る書類をその申請の日から

５年間保管しなければならない。 



 8

 

 （様式） 

第２０条 この要綱の施行に関し必要な書類の様式は、市長が別に定める。 

 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この要綱は、令和７年１月７日から施行する。 

（この要綱の失効） 

第２条 この要綱は、令和７年９月３０日を限り、その効力を失う。 

第３条 第２条の規定にかかわらず、支給取消決定に関する同要綱の規定は、

なおその効力を有するものとする。 


